
詳しくは、お近くのひまわり信用金庫の各支店・総合相談センターまで
お問い合わせください。

街の応援団・町のパートナー

○法人または個人事業主
 （新規創業者を含む）
○個人

対象となるお客さま

お 使 い み ち

○新規創業資金
○空き屋の解体資金及び
　解体後の土地有効活用
　資金
○空き屋のリフォーム資金
○その他、事業に必要な
　運転資金または設備資金

※お申し込みに際しては、当金庫所定の審査がございます。
　審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。

証書貸付または手形貸付
ご 融 資 形 式

○手形貸付…1年以内
○証書貸付…
　運転資金：最長7年返済
　設備資金：最長10年返済
※必要に応じて1年以内の
　元金据置期間を設定
　できます。

ご 融 資 期 間

ご 融 資 金 額

2,000万円以内

○担保：原則必要ありません
○保証人
　経営者保証ガイドライン
　に則り審査します。

担 保・保 証 人

ご 融 資 利 率

年1.95%［固定金利］

これから起業される方、すでに起業された方へ。
万全のスタートとさらなる飛躍のために、ひまわり信用金庫は「地域創生支援ローン」でふるさと起業を応援いたします!

低金利
納得❶ 納得❷ 納得❸

担保不要
納得!納得!

運転資金　7年返済
設備資金　10年返済

最
長
最
長

納得!

○証書貸付：元金均等分割
　返済または元利均等返済
○手形貸付：期日一括返済

ご 返 済 方 法

令和５年４月 現在


